
　秋田市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

 

　　令和５年９月28日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

秋田市条例第31号 

 

　　　秋田市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

　秋田市コミュニティセンター条例（昭和54年秋田市条例第17号）の一部

を次のように改正する。 

　別表秋田市上北手地区コミュニティセンターの項中「秋田市上北手猿田

字四ツ小屋29番地１」を「秋田市上北手猿田字苗代沢37番地１」に改める。 

 

 　　　附　則

 　この条例は、令和５年10月10日から施行する。


